
令和 6 年度  第 2 回 

郡 市 医 師 会 長 会 議                
                日時 令和 6 年 5 月 30 日（木）  
                   15 時 00 分～  
                場所 5 階 大会議室  
 
   会 長 挨 拶          

 
 
 
 
   協 議 事 項         

１ 会長･副会長･常任理事協議事項について  
 
 

【郡市医師会長検討事項】  
 １ 新興感染症に関する医療措置協定について  
  赤津  所沢市医師会長  
 
 
   報 告 事 項         

１ 医療事故調査制度の相談事案（令和 6 年 3 月分）について  
  松本常任理事                  
     ※件数 0 件  
 
 
 ２ 診療に関する相談件数等について（令和 6 年 4 月分）  
  松本常任理事  
     ※件数 0 件  
 
 
 ３ 産業医委嘱契約書の確認について  
  寺師常任理事     
 
 



 ４ 令和 6 年度に実施する集団指導について  
  小室常任理事                        日医  
 
 
 ５ 保険医療機関の指定について（令和 6 年 5 月分）  
  小室常任理事  
 
 
 ６ 令和 6 年度認知症サポート医養成研修会受講者の推薦について  
  登坂（英）常任理事                    県福祉部  
 
 
 ７ 会長･副会長･常任理事報告事項について 

 
 
 
 
 そ の 他         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ 資 料 配 布 ]           （ホームページ掲載） 

１ 「令和 6 年度歯と口の健康週間」について（5 枚） 

 桃木常任理事                        日医 
 

２ サリドマイド製剤、レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の使用に

当たっての安全確保の徹底について（男性患者における服用中止後の

避妊の徹底について）（4 枚） 

 登坂（英）常任理事                     日医 
 

３ 医療用麻薬適正使用ガイダンスの改訂等について（3 枚） 

 登坂（英）常任理事                     日医 
 

４ 「希少がんを対象として自ら治験を実施する者による医薬品の治験に

よって開発された特定のバイオマーカーに基づき投与される医薬品

の承認申請に係る取扱いに関する留意事項」の改正について（8 枚） 

 登坂（英）常任理事                 県保健医療部 
 

５ 厚生労働省通知の周知について（98 枚） 

 登坂（英）常任理事                 県保健医療部 
 

６ 医薬品等に係る受領文書について（令和 6 年 4 月分）（2 枚） 

 登坂（英）常任理事                     日医 
 

７ 「使用上の注意」の改訂について（10 枚） 

 登坂（英）常任理事                     日医 
 

８ オマリズマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガイドライン（季

節性アレルギー性鼻炎）の一部改正について（20 枚） 

 登坂（英）常任理事                     日医 
 

９ 黄熱の予防接種実施機関の指定について（8 枚） 

 登坂（英）常任理事                     日医 
 



郡市医師会長会議検討テーマ 

 

                           日付 2024/5/19 

 郡市医師会名：所沢市医師会  

 

 検 討 テ ー マ：新興感染症に関する医療措置協定について 

 

 要     旨： 

令和６年の診療報酬改定では、新興感染症等への備えに係る施設基準について、感染症法

の改正を踏まえた第８次医療計画における協定締結を加算要件としている。 

具体的には、感染対策向上加算及び外来感染対策向上加算の見直しがなされ、算定を希望

する場合は期限までに埼玉県と第一種・第二種医療措置協定を結ぶことが求められている。   

両協定では参加医療機関に施設や資材面での厳格な感染対策準備を求めており、各医療

機関にとっては大きな負担となる。厳しい診療報酬改定の中で地域住民のために参加すべ

きか、多くの医療機関が悩んでいると思う。 

所沢市医師会では新型コロナ対策として前回の診療報酬改定時にご開業の先生の御協力

を頂き、４７程度の医療機関が外来感染対策向上加算等を算定しながら発熱外来等の対策

に従事した。診療に従事した医師が死亡したり、入院したりしながらの状態であったが地域

を支える医師の気矜を失くすことなく黙々と業務をこなして頂いた。 

非常に残念なことだが、この度の医療措置協定の要件の中には感染患者に対応する医師

を始めとする現場職員自身を守る施策、具体的には最も重要な予防接種についての行政の

関与や支援について一言も触れられていない。 

地域住民を守るために感染症対策の前線で働くことになる協定締結医療機関の職員に対

してあまりにも厳しい仕打ちなのではと思いますが県医師会並びに埼玉県の御認識を伺い

たいと思います。協定を結ぶなら自分達で実施せよとのメッセージと理解してよろしいの

でしょうか。 

 

 備     考 

 

※当日の配布資料等がありましたら、添付ください。 

赤津 所沢市医師会長



　 産業医委嘱契約書の確認について

令和6年4月19日～令和6年5月23日　合計 14件（新規6件・更新8件）

№ 郡市医師会名 産 業 医 名 病 ・ 医 院 名 契約者（事業場）名・所在地 備　　　　　　考　　

1 11 朝霞地区 奈良
ナラ

　春代
ハルヨ

和光脳神経外科・内科
和光市広沢1-5
和光市

会員 新規

2 11 朝霞地区 奈良
ナラ

　春代
ハルヨ

和光脳神経外科・内科
和光市広沢1-5
みなみ保育園

会員 新規

3 14 入間地区 岡田
オカダ

　貴彦
タカヒコ

小林病院
入間市中神918番地1
株式会社ムサシインテック

会員 新規

4 14 入間地区 鈴木
スズキ

　將夫
マサオ

ゆずの木台クリニック
入間郡毛呂山町葛貫700
株式会社ビコー

会員 新規

5 19 比企 狩野
カノウ

　契
ケイ

シャローム病院
東松山市今泉28
株式会社ＹＤＭ

会員 新規

6 24 南埼玉郡市 指原
サシハラ

　俊介
シュンスケ 県西在宅クリニック

久喜駅前
久喜市樋ノ口603-1
株式会社片岡運送

会員 新規

7 3 大宮 齋藤
サイトウ

　和昭
カズアキ

さいとう医院
さいたま市西区西大宮3-11-1
学校法人佐藤栄学園　埼玉栄中学・高等学校

会員 更新

8 3 大宮 齋藤
サイトウ

　和昭
カズアキ

さいとう医院
さいたま市北区本郷町1813
学校法人佐藤栄学園　さとえ学園小学校

会員 更新

9 3 大宮 中村
ナカムラ

　勉
ツトム

中村医院
埼玉県北足立郡伊奈町小室1123
学校法人佐藤栄学園　栄北高等学校

学校法人佐藤栄学園
本部所在地：さいたま市大宮区上小町476

会員 更新

10 3 大宮 中村
ナカムラ

　勉
ツトム

中村医院
埼玉県北足立郡伊奈町小室1123
学校法人佐藤栄学園　専門学校埼玉自動車大学校

学校法人佐藤栄学園
本部所在地：さいたま市大宮区上小町476

会員 更新

11 3 大宮 和田
ワダ

　修
オサム

和田クリニック
さいたま市見沼区砂町2-77
学校法人佐藤栄学園　栄東中学・高等学校

会員 更新

寺師常任



　 産業医委嘱契約書の確認について

令和6年4月19日～令和6年5月23日　合計 14件（新規6件・更新8件）

№ 郡市医師会名 産 業 医 名 病 ・ 医 院 名 契約者（事業場）名・所在地 備　　　　　　考　　

12 15 飯能地区 横田
ヨコタ

　健介
ケンスケ

横田医院
日高市大字原宿７２１番地
太平洋セメント株式会社　埼玉工場

会員 更新

13 19 比企 和田
ワダ

　修
オサム

いちごクリニック
比企郡滑川町大字福田750-1
滑川町役場

会員 更新

14 25 越谷市 小島
コジマ

　洋一
ヨウイチ

小島医院
越谷市越ヶ谷三丁目5番22号
越谷・松伏水道企業団

会員 更新
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日医発第397号（保険）

令 和 ６ 年 ５ 月 2 3 日

都道府県医師会

 社会保険担当理事 殿

日本医師会常任理事

長 島 公 之

（公 印 省 略）

令和６年度に実施する集団指導について

 令和６年度の指導・監査・適時調査等については、令和６年１月２６日付

け日医発第 1913 号（保険）にてご連絡申し上げたところでございます。

 その上で、令和６年度の診療報酬改定時における集団指導等の取扱いにつ

いて、令和６年３月８日付け日医発第 2125 号（保険）にてご連絡申し上げ

ました。

 今般、厚生労働省保険局医療課 医療指導監査室から、令和６年度に実施

する集団指導（指定時、更新時、登録時）について、昨年度と同様、e ラー

ニング方式により実施する旨の事務連絡が発出されましたので、ご連絡申し

上げます。

指導実施日の１か月前に、保険医療機関または保険医に実施通知が送付さ

れ、保険医療機関または保険医ごとにＩＤとログインパスワードが付与され

ます。1 か月間視聴可能であり、この間、インターネットを介して e ラーニ

ングシステムにログインして、指定された動画コンテンツを視聴することで

実施されます。

ただし、インターネット環境を有していない等の事情により、動画コンテ

ンツを視聴できない場合は、厚生局内の会議室等での視聴を可能としたり、

個別に資料送付を行うことや、視聴期間内に完了できなかった場合は再度視

聴期間を設けるなど、厚生局が都道府県医師会と相談しながら、地域の実情

に配慮し、柔軟に対応するよう要請しております。
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（添付文書）

１．令和６年度に実施する集団指導について

（令和６年５月２０日付け 事務連絡

厚生労働省保険局医療課 医療指導監査室 ）
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事 務 連 絡 

令和６年５月２０日 
 

 地方厚生（支）局医療課 御中 

 

厚生労働省保険局医療課 

医 療 指 導 監 査 室 

 

 

令和６年度に実施する集団指導について 

 

 

令和６年度に実施する指導監査等の取り扱いについては、令和６年１月26日付け

事務連絡「令和６年度における指導監査等について」でお示ししているところです。 

今般、集団指導の取り扱いについて、下記により改めてお示ししますので、遺漏

なきようお願いいたします。 

 

記 

 

 集団指導の実施について 

令和６年度に実施する集団指導（指定時集団指導、更新時集団指導、登録

時集団指導）については、令和５年度と同様に下記のとおりｅラーニング方

式により実施することとします。 

 

（１）ｅラーニング方式による集団指導の概要 

保険医療機関等又は保険医若しくは保険薬剤師（以下「保険医等」という。）

が、インターネットを介してｅラーニングシステムにログインし、指定された

動画コンテンツを視聴することによって実施します。 

ただし、インターネット環境を有していない等の事情により動画コンテンツ

を視聴できない場合は、地方厚生（支）局又は都府県事務所内の会議室等での

視聴や、やむを得ない事情により視聴期間中にｅラーニングによる集団指導に

参加できない保険医療機関等及び保険医等に対しては、資料を送付するなど柔

軟に対応願います。 

また、地域の実情により、ｅラーニング方式を用いず、従来の方式による集

団指導と同様に集合形式による集団指導の実施とすることや、登録時集団指導

において、対象となる保険医等が勤務している保険医療機関等の会議室におい

て複数人の保険医等が同時に視聴することも差し支えありません。 
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（２）実施通知について 

指導実施日の前１か月間の視聴可能期間を設けることとし、実施通知には保

険医療機関等並びに保険医等毎にＩＤ及びログインパスワードを記載してくだ

さい。 

（実施例） 

指 導 実 施 日：令和６年６月30日（日） 

実施通知送付日：令和６年５月31日（金） 

視 聴 期 間：令和６年６月１日（土）から令和６年６月30日（日）まで 

（３）視聴者の登録について 

視聴者（指導対象者のＩＤ、パスワード、所属グループ、指導動画）の登録

については、ｅラーニング事業者に依頼する方法若しくは自庁で直接登録する

方法を選択することができます。実施の都度、選択は可能ですので、やりやす

い方法により登録を行ってください。（具体的な登録方法は、別添の「令和６

年度ｅラーニングによる集団指導の実施について（手順）」を参照してくださ

い。） 

なお、自庁で登録する場合、作業担当者はあらかじめ登録が必要なため、人

事異動等で担当者が追加、変更となる場合は監査室にご連絡願います。 

（４）ｅラーニング方式による集団指導の出席に係る記録について 

集団指導の対象となる保険医療機関等及び保険医等は、指定された動画コン

テンツの視聴を完了することにより、令和６年度の集団指導を出席したことに

なります。地方厚生（支）局においては、ｅラーニングシステムの管理者画面

で視聴履歴を確認し、視聴期間内に視聴が完了している保険医療機関等及び保

険医等を出席として保険医療機関等管理システムに入力してください。 

また、視聴期間内に視聴を完了できなかった保険医療機関等及び保険医等に

対して再度視聴期間を設けるなど、集団指導の対象となった全ての保険医療機

関等及び保険医等が原則、令和６年度中に視聴を完了できるよう配慮してくだ

さい。 

（５）ｅラーニング方式による集団指導の実施期間について 

ｅラーニング方式による集団指導の実施期間（動画コンテンツの配信期間）

は、令和６年６月から令和７年２月末までの期間となります。 

別添の「令和６年度ｅラーニングによる集団指導の実施について（手順）」

により実施してください。 
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○厚発○○○第○○号 

令 和  年  月  日 

 

 

○○医院 

開設者 ○○ ○○ 様 

 

 

○○厚生(支)局長 

 

 

○○厚生（支）局及び○○都道府県による集団指導の実施について(通知) 

 

 

 社会保険医療行政の推進につきましては、平素から格別のご高配を賜り厚く御

礼申し上げます。 

 さて、この度、健康保険法第７３条（船員保険法第５９条において準用する場

合を含む。）、国民健康保険法第４１条及び高齢者の医療の確保に関する法律第

６６条の規定により、集団指導を実施することとしていますが、ｅラーニングを

視聴することにより集団指導に出席したものとみなします。 

つきましては、下記のとおり○○厚生(支)局と○○県による集団指導（ｅラー

ニング）を実施いたしますので、視聴可能期間内に視聴されるよう通知します。 

 

記 

 

 １ 目 的 

   保険医療機関における保険診療等（薬局の場合、保険薬局における保険調

剤等）について定められている「保険医療機関及び保険医療養担当規則」

（薬局の場合、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」）等をさらに理解

していただき、保険診療（薬局の場合、保険調剤）の質的向上及び適正化を

図ることを目的としています。 

 

 ２ 視聴方法 

   ○○厚生（支）局のホームページに掲載している集団指導（ｅラーニング）

用ＵＲＬからログインページにアクセスし、必ず下記５及び６のログインＩＤ

及びログインパスワードによりログイン後、下記４の視聴可能期間中に集団指

導用コンテンツの視聴を完了してください。視聴を完了しなければ、集団指導

に出席したとみなされませんのでご留意ください。 

   また、インターネット環境が無い等の理由により、ｅラーニングの受講が困

難な場合は、○○厚生（支）局○○事務所まで来所いただき、視聴することが

別紙 集団指導の実施通知例（各科共通） 
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可能です。詳細につきましては、連絡先までお尋ねください。 

   なお、ログインの方法等につきましては、別紙をご参照ください。 

  

 ３ 指導実施日（視聴期間最終日） 

   令和○年○○月○○日(○) 

 

 ４ 視聴可能期間  

   令和○年○○月○○日（○）から令和○年○○月○○日（○）まで 

 

 ５ ログインＩＤ（全て半角） 

   ｎ＋都道府県コード○○＋            

  （例）n017654321 

 ※必ず本通知記載のＩＤと下記ログインパスワードでログインをしてくださ

い。ＩＤやパスワードを間違えると視聴できません。 

 

 ６ ログインパスワード（全て半角） 

   ○○○○○○○○○ 

   

 ７ 指導対象者 

   開設者、管理者、保険医、保険薬剤師 

 

 ８ 留意事項 

   最後まで視聴いただくと自動でマイページ画面に移動します。「視聴完

了」と表示されていることを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

                         【○○厚生局ＨＰ】 

視聴困難な場合等のお問合せにつきまし
ては、次の連絡先までお願いします。 
（連絡先） 
○○厚生(支)局○○事務所 ○○課 ○○ 
〒XXX－XXXX ○○市○○町○－○－○ 
電話 XXX-XXX-XXXX、FAX XXX-XXX-XXXX 

英数字９桁以上を設定し、記載する。 

６桁以上の英数字を記載する。 

例：医療機関コード（７桁） 

  保険医番号６桁 

視聴期間最終日を記載 

スマホ・タブレットからの視聴もできることか

ら、ＱＲコードを記載することも可 

※記載例は北海道厚生局ＨＰのもの 
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実施準備

•視聴期間の確認

•視聴者・指導動画を登録するシートの作成

•実施通知の発出

•eラーニングシステムに視聴者を登録

指導実施 •視聴者がeラーニングコンテンツを視聴

完了 •視聴結果を確認し、保険医療機関
等管理システムに結果登録

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ０ 日 

医 療 指 導 監 査 室 

 

令和６年度ｅラーニングによる集団指導の実施について（手順） 

 

 

１．全体の流れ 

  ｅラーニングによる集団指導（「指定時集団指導」、「更新時集団指導」、「登録時集団指

導」）については、指導の対象となる保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師（以

下「視聴者」という。）のリストをｅラーニングシステムに登録し、当該リストに記載さ

れた視聴者が、e ラーニングコンテンツを決められた視聴期間内に視聴したことを指導実

施者が確認する形式で行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．令和５年度からの変更点 

ｅラーニング事業者が変更になったためｅラーニングの画面等の仕様が変更となる。 

① 新しいリンク先は（https://nws.stage.ac/hoken-iryou/）となる。 

② 視聴が完了すると、視聴画面からマイページ（ログイン後の最初のページ）に遷移

し、「視聴完了」が表示される。（視聴者は終了ボタンのクリックが不要となる。）  

③ 「視聴者登録／更新 登録用エクセル」と「視聴者⇔動画 登録用エクセル」の２

つのエクセルシートにより視聴者・指導動画の登録を行う。 

  ○「視聴者登録／更新 登録用エクセル」 

視聴者の ID、パスワード、所属グループ（都道府県）を登録するためのエクセル

シート 

○「視聴者⇔動画 登録用エクセル」 

視聴者と指導動画の紐付け登録するためのエクセルシート 

 

３．実施準備 

（１）視聴期間の確認 

令和６年度指導計画に基づき、集団指導の実施月に該当する視聴期間を下記の表に

（登録期限までに） 
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より確認し、登録期限までに視聴者を必ず登録すること。（登録期限上段●がｅラーニ

ング事業者への登録期限、下段☆が自庁で登録する期限。） 
 
【視聴期間及び視聴者登録期限】 

【事例】第２回視聴期間の６月に集団指導を実施する指導計画の場合 

① 対象保険医療機関等、保険医等及び指導動画について「視聴者登録／更新 登録用  

エクセル」・「視聴者⇔動画 登録用エクセル」に入力し、５月３１日までにｅラーニ

ングシステムに登録する（ｅラーニング事業者に依頼する場合は５月２４日まで）。 

② 視聴期間最終日（６月３０日）が指導実施日となるので、実施通知はその１ヶ月前に

あたる視聴開始日（６月１日）に間に合うように発出すること。 

③ 視聴期間が終了した後に e ラーニングシステム管理者画面にて視聴者が視聴して

いることを確認し、保険医療機関等管理システムに指導実施日（６月 3０日）及び出

欠を登録する。 

 

（２）視聴者登録／更新 登録用エクセル 

視聴回 

視聴者 

●登録期限（ 事業者）  

☆登録期限（ 自庁）  

視  聴  期  間 
指導年月日 

（ 視聴期間最終日）  

第 1 回 
●５ 月 24 日（ 金）  

☆５ 月 31 日（ 金）  

 令和 6 年 6 月 1 日（ 土） ～  

令和 6 年 6 月 30 日（ 日）  
令和 6 年 6 月 30 日（ 日）  

第 2 回 
●６ 月 21 日（ 金）  

☆６ 月 28 日（ 金）  

 令和 6 年 7 月 １ 日（ 月） ～  

令和 6 年 7 月 31 日（ 水）  
令和 6 年 7 月 31 日（ 水）  

第 3 回 
●７ 月 24 日（ 水）  

☆７ 月 31 日（ 水）  
 

 令和 6 年 8 月 １ 日（ 木） ～  

令和 6 年 8 月 31 日（ 土）  
令和 6 年 8 月 31 日（ 土）  

第 4 回 
●8 月 23 日（ 金）  

☆8 月 30 日（ 金）  

 令和 6 年 9 月 １ 日（ 日） ～  

令和 6 年 9 月 30 日（ 月）  
令和 6 年 9 月 30 日（ 月）  

第 5 回 
●9 月 24 日（ 火）  

☆9 月 30 日（ 月）  

 令和 6 年 10 月 １ 日（ 日） ～  

令和 6 年 10 月 31 日（ 木）  
令和 6 年 10 月 31 日（ 木）  

第 6 回 
●10 月 24 日（ 木）  

☆10 月 31 日（ 木）  

 令和 6 年 11 月 １ 日（ 金） ～  

令和 6 年 11 月 30 日（ 土）  
令和 6 年 11 月 30 日（ 土）  

第 7 回 
●11 月 22 日（ 金）  

☆11 月 29 日（ 金）  

 令和 6 年 12 月 1 日（ 日） ～  

令和 6 年 12 月 31 日（ 火）  
令和 6 年 12 月 31 日（ 火）  

第 8 回 
●12 月 23 日（ 月）  

☆12 月 27 日（ 金）  

 令和 7 年 1 月  1 日（ 水） ～  

令和 7 年 1 月 31 日（ 金）  
令和 7 年 1 月 31 日（ 金）  

第 9 回 
●1 月 24 日（ 金）  

☆1 月 31 日（ 金）  

 令和 7 年 2 月  1 日（ 土） ～  

令和 7 年 2 月 28 日（ 金）  
令和 7 年 2 月 28 日（ 金）  

8/12



3 

 

【注意】・「1」や「ｌ」（小文字のＬ
ｴ ﾙ

）等の混同されやすい文字の併記は避けた方が無難。 

視聴者登録／更新 登録用エクセル（視聴者のＩＤ、パスワード、所属グループ（都

道府県）を登録するためのエクセルシート）には次の３項目を入力する。 

① ユーザーＩＤ（Ａ列） 

●保険医療機関等のＩＤ（９桁以上） 

■オンライン資格確認導入に係る集団指導 

ｓ（半角小文字）＋都道府県コード（２桁）＋任意の６桁以上の英数字 

■指定時集団指導 

n（半角小文字）＋都道府県コード（２桁）＋任意の６桁以上の英数字 

■更新時集団指導 

    r（半角小文字）＋都道府県コード（２桁）＋任意の６桁以上の英数字 

  ●保険医等のＩＤ（9 桁以上） 

(医師)   ｍ(半角小文字)＋都道府県コード(２桁)＋任意の６桁以上の英数字 

(歯科医師)d (半角小文字)＋都道府県コード(２桁)＋任意の６桁以上の英数字 

(薬剤師)  p (半角小文字)＋都道府県コード(２桁)＋任意の６桁以上の英数字 

          ※ 任意の６桁以上の英数字については、保険医療機関等のコードにするなど、

どのＩＤがどの視聴者のものかを適切に管理の上、自由に設定することができ

るが、記号＋都道府県コードのルールは守ること。 

     ※ 一度登録したＩＤは、繰り返しの使用や複数の指導動画の登録に使用できる。

例えば、「指定時集団指導（医科）６月」に紐付けたＩＤの視聴者が視聴を完

了しなかったため「指定時集団指導（医科）８月」の視聴を案内する際には、

再度のＩＤ登録処理は不要となる。（後述（３）の「視聴者⇔動画 登録用エ

クセル」の処理のみとなる。） 

② パスワード（Ｂ列） 

任意に英数字を組み合わせた９桁以上とする。 

 

③ 氏名（Ｃ列 ※見出しは「氏名」となっているが所属グループのこと） 

プルダウンメニューから都道府県を選択 → 「北海道 01」～「沖縄 47」 
 

【視聴者登録／更新 登録用エクセル】画面 
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（３）視聴者⇔動画 登録用エクセル 

視聴者⇔動画 登録用エクセル（指導動画、ユーザーＩＤ、視聴期間を登録するた

めのエクセルシート）には次の４項目を入力する。 

① 講義コード（Ａ列 ※各指導動画名を英数字化したもののこと） 

プルダウンメニューから講義コードを選択 

各指導動画（集団指導名）に対応する講義コードは次のとおり 

■指定時集団指導 

→「n-」＋「所属科※」＋「視聴開始月 2 桁」 

※所属科（医科：medicine-、歯科：dental-、薬局：pharmacy-） 

■更新時集団指導 

→「r-」＋「所属科※」＋「視聴開始月 2 桁」 

※所属科（医科：medicine-、歯科：dental-、薬局：pharmacy-） 

■登録時集団指導 

  医科→「m-」＋「視聴開始月 2 桁」 

  歯科→「d-」＋「視聴開始月 2 桁」 

  薬局→「p-」＋「視聴開始月 2 桁」 

（例） 

○「指定時集団指導（医科）６月」 → [ n-medicine-06  ] 

○「更新時集団指導（医科）６月」 → [ r-medicine-06   ] 

○「登録時集団指導（医科）６月」 → [     m-06       ]         

② ユーザーＩＤ（Ｂ列） 

上記（２）の「視聴者登録／更新 登録用エクセル」で登録した視聴者のＩＤ 

    ③ 終了日（Ｃ列） 

     月末（視聴期間の最終日）を入力する。（例：2024/6/30） 

    ④ 終了時刻（Ｄ列） 

終了日の視聴終了時刻として「23:59」を入力する。 
 

【視聴者⇔動画 登録用エクセル】画面 
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（４）視聴者の登録は、別途示す「管理者用マニュアル」に基づき行うこと。 

【注意】ＩＤ・パスワードともに全て半角とする。入力項目に誤りがあると実施通知を受

け取った視聴者が e ラーニングのコンテンツを視聴できない等のトラブルになる

ので、ダブルチェックを行うなど事故防止に努めること。 

 

（５）ｅラーニング事業者に登録を依頼する場合は、「視聴者登録／更新 登録用エクセ

ル」と「視聴者⇔動画 登録用エクセル」が登録期限までにｅラーニング事業者（株

式会社ステージ）に到着するように各地方厚生(支)局医療課を経由してｅメールで提

出する。 

【提出先】メールアドレス（ｐ６の６（４）のお問い合わせ先と同じ） 

r6elearning-help@stage.ac 

 

登録もれ等のトラブルを避けるため、視聴者リスト（Excel のブック・シート）が

複数にわたることのないよう、１つのシートにまとめた上でｅラーニング事業者へ提

出すること。 

 

 （６）視聴者は各視聴期間の登録期限までに必ず登録すること。 

登録期限までに登録できないと、視聴者はコンテンツの視聴ができなくなるので登

録期限は厳守すること。登録期限に間に合わなかった場合は、翌月以降の指導実施に

変更するなどの対応を図ること。 

 

４．実施通知 

（１）視聴者の登録を行った保険医療機関等、保険医等あてに実施通知を作成し、視聴期

間開始日前に視聴者に到達するよう発出する。 

 

（２）実施通知には「実施通知例」を参考に次の点について記載すること。 

①視聴方法、②指導実施日（視聴期間最終日）、③視聴可能期間、④ログインＩＤ、⑤

ログインパスワード、⑥最後まで視聴し、自動的に移動するマイページ画面にて「視

聴完了」の表示が出ていることを確認すること。 

 

５．視聴期間終了時 

   管理者画面にて視聴結果を確認する。視聴結果に基づき、保険医療機関等管理システム

に指導結果を登録する。「指導年月日」は視聴期間最終日とする。（※各視聴者の視聴日で

はありません。） 

① 視聴が完了している場合  「90:出席（ｅラーニング）」 

② 視聴が完了していない場合 「65:欠席」 

 

６．その他 

（１）下記①及び②のように e ラーニングにログインせずに視聴完了した視聴者について

は、管理者画面の視聴結果によらず、保険医療機関等管理システムに指導結果を登録
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すること。 

 ① インターネット環境がない等、e ラーニングを視聴できない旨の申し出があり、

指導側で用意した会場、ＰＣ・モニターにて視聴者がログインせず視聴を完了した

場合 

② 登録時集団指導の際に集団で視聴したい旨の申し出があり、代表でログインした

者以外の視聴者は e ラーニングにログインせずに視聴を完了した場合 

 

（２）e ラーニングで使用するコンテンツ（医科・歯科・薬局）の内容は、e ラーニング

システムの画面からＰＤＦ形式でダウンロード・印刷することが可能。 

やむを得ず、e ラーニングの視聴による集団指導を受けることができない視聴者に

対しては、印刷したコンテンツを指導用資料として送付の上、出席の扱いとし、保険

医療機関等管理システムに指導結果を登録すること。 

 

（３）予備ＩＤ 

   必要に応じて予備としてログインＩＤを設定することができる。前記３の（２）①

のログインＩＤのルール（記号＋都道府県番号＋任意の６桁以上の英数字）に則り、 

   視聴者リストにてｅラーニング事業者へ依頼若しくは自庁でシステムに登録を行う。 

 

【使用例】 

   医科の登録時集団指導の実施に際して、他県登録の保険医が複数名いた場合に備え

て予備ＩＤを設定しておく。保険医療機関等から他県登録番号の保険医等がいる旨の

連絡があった際に、予備ＩＤを伝え視聴してもらう。 

   

（４）e ラーニング事業者（問い合わせ先） 

   【事 業 者 名】 株式会社ステージ 

   【メールアドレス】 r6elearning-help@stage.ac 

※ｅラーニング事業者への照会等は、原則メールによること。 
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保 険 医 療 機 関 の 指 定 に つ い て  
 

（ 令 和 ６ 年 ５ 月 分 ）  

 

 

      新   規   １ ７ 件  

      遡 及 指 定   １ ８ 件  

      合   計   ３ ５ 件  
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                               地 ケ 第 １ １ ７ 号 
                               令 和 ６ 年 ５ 月 ８ 日 
 
一般社団法人 埼玉県医師会  
 会 長  金井 忠男  様 

 
 
                         埼玉県福祉部長 細野 正（公印省略） 
                                     
 
 

   令和６年度認知症サポート医養成研修受講者の推薦について（依頼） 
 

 県の認知症施策の推進につきましては、日頃格別の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記研修について国立研究開発法人国立長寿医療研究センター理事長から令和６年４月   
２３日付け長寿発研修第０４２３０２号で募集の通知がありました。 
 県では、急速な高齢化の進展に伴い今後認知症高齢者が大幅に増加することが見込まれること

から、引き続き認知症サポート医を養成し、主治医（かかりつけ医）を支援していただくととも

に、各市町村が設置する認知症初期集中支援チームの主要メンバーとして、その役割を担ってい

ただきたいと考えております。 

 つきましては、御多用のところ恐縮ですが、下記により受講者を御推薦くださるようお願いい

たします。 
 なお、認知症初期集中支援推進事業の推進や認知症サポート医が担当する高齢者人口を勘案し

て認知症サポート医の養成を進めたいと考えておりますので、それらを考慮の上、御推薦くださ

いますよう併せてお願いいたします。  
記  

１ 推薦様式 「令和６年度国立研究開発法人国立長寿医療研究センター認知症サポート医養成

研修募集要項」の「認知症サポート医養成研修受講申込書（別紙様式）」のとお

りです。【受講者記入欄】部分を御記入の上、御提出ください。 

２ 推薦期限 令和６年７月２日（火）までに下記担当あて御送付をお願いします。 

３ 推薦人数 １８人以内（さいたま市を除く。） 

４ 費用負担 研修受講費用（５０，０００円）は県が負担します。 

５ 謝  礼 １人当たり３０，０００円（諸経費を含む。）を研修受講者へお支払いいたしま

す。 
６ 受講方法 e ラーニングシステムを利用したオンライン形式と集合研修の複合型となりま

す。 

７ 募 集 回 令和６年４月２３日付け長寿発研修第 042302号の別添２の７（３）申込期限によ 
      り、第１回は期限内での調整が困難であるため、第２～５回の募集とします。 
      なお、受講決定通知は、各申込期限の回次ごとに調整の上、通知となります。 
８ 名簿公表 研修修了後の修了者名簿の公表について「受講申込書」と合わせて「意思確認票」 
      （別紙様式２）を御提出ください。 
 
                 担 当 地域包括ケア課 認知症・虐待防止担当 須藤 

                             電 話 ０４８－８３０－３２５１ 
                 ＦＡＸ ０４８－８３０－４７８１ 
                 E-mail a3250-05@pref.saitama.lg.jp 

登坂（英）常任

mailto:a3250-05@pref.saitama.lg.jp


№ 1

【都道府県・指定都市担当者記入欄】

〒

： ：

：

昭和 年 月 日 歳

： ：

〒

〒

： ：

　　　E-mail ：

第 号

平成 年 月 日

第 回

その他

：

：

：

：

：

：

：

：

医師免許

受講料の負担 都道府県市 医 師 会 所 属 先 個 人

住 所

医籍番号

登録年月日

希　望　す　る　日　程

請

求

書

送

付

先

郵 便 番 号

請求書宛名（債務者）

E-mail

連 絡 先 TEL

役 職

所 属

生 年 月 日

職場住所

連　絡　先
電話番号 FAX

職 場 名

診 療 科 （ 所 属 ） 職　　名

テキスト・修了証書の送付先

研修に対する希望

所 在 地

別紙様式

認知症サポート医養成研修受講申込書

E-mail
連　絡　先

電話番号 FAX

【受講者記入欄】

担当部局 担当者名

希 望 者 氏 名

ふ り が な
性別

氏 名



 

 

認知症サポート医養成研修修了後の修了者名簿の公表について 

 

県では、認知症サポート医養成研修修了者の名簿を広く県のホームページ

(http://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/ninchisyosesaku/sapotoi.html）や刊行物等で公表し

ております。 

 これは、かかりつけ医や介護サービス関係者に地域の認知症サポート医を知っていただき、

認知症の人の支援体制構築に役立てていただくことを目的としています。 

 つきましては、下記の公表例のとおり、研修修了後に公表させていただきたいので、別紙様

式２の意思確認票に御記入の上、受講申込書とともに御提出ください。 

記 
 

※ 埼玉県ホームページから 

認知症サポート医について 

 埼玉県では、一般社団法人埼玉県医師会と連携し、認知症患者の診療に習熟し、かかりつけ医へ

の助言その他の支援を行い、専門医療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役となる認

知症サポート医の養成を推進しています。 

認知症サポート医の具体的な役割 

１．かかりつけ医の認知症診断等に関する相談・アドバイザー役となるほか、他の認知症サポート

医との連携体制の構築 

２. 地域医師会と地域包括支援センターとの連携づくりへの協力 

３. 都道府県・指定都市医師会を単位とした、かかりつけ医を対象とした認知症対応力の向上を図る

ための研修の企画立案及び講師※ 

※県（及びさいたま市）が行う、かかりつけ医、歯科医師、薬剤師等医療関係者向け認知症対応力

向上研修等の講師を依頼する場合があります。 

埼玉県内の認知症サポート医の名簿 

 公表に同意が得られた医師の氏名等を掲載しています。 

＜名簿の様式・記載例＞ 

氏名 医療機関名 診療科目名 医療機関所在地 医療機関 
電話番号 

埼玉 太郎 彩の国病院 〇〇科 
さいたま市浦和区高砂３－１

５－１ 
048-830-3251 

  

 

担 当 埼玉県福祉部地域包括ケア課 

認知症・虐待防止担当 須藤 

電 話 ０４８－８３０－３２５１ 

ＦＡＸ ０４８－８３０－４７８１ 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/ninchisyosesaku/sapotoi.html


           別紙様式２ 

 

意思確認票 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 埼玉県福祉部地域包括ケア課長 あて 

 

 

 令和６年度 認知症サポート医養成研修修了者名簿における公表について 

   

   →（ 可 ・ 不可 ） 

   ※どちらかに丸をお付けください。 

 

１ お名前  

              

２ 医療機関名 

 

３ 診療科目 

 

４ 医療機関所在地 

   

５ 医療機関電話番号 

 

 

 

 

 





（別添１）

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター認知症サポート医養成研修実施要綱

第１章　　総　　　則

　（目的）
第１条　認知症サポート医養成研修事業は、認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医への助言そ

の他の支援を行い、専門医療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役となる認知症
サポート医を養成することにより、各地域において、認知症の発症初期から状況に応じて、医療
と介護が一体となった認知症の方への支援体制の構築を図ることを目的とする。

第２章　　認知症サポート医養成研修事業

　（認知症サポート医養成研修事業）
第２条　本事業は、「認知症地域医療支援事業の実施について」（平成２７年４月１５日付老発０４１５

第６号厚生労働省老健局長通知）の別添「認知症地域医療支援事業実施要綱」（以下「支援事
業実施要綱」という。）の第１の１に基づき実施するものとする。

  （研修対象者）
第３条　研修対象者は、実施主体の長が、都道府県・指定都市医師会と相談の上、下記のいずれか

の条件を満たし適当と認めた医師とする。
　ア　地域において認知症の診療（早期発見等）に携わっている医師
　イ　支援事業実施要綱の第１の１（２）に掲げる認知症サポート医の役割を適切に担える医師

２　本研修終了後は、認知症サポート医の役割を担うことについて、実施主体の長が各医師に対して
十分な説明を行い、了承を得るものとする。

  （研修内容）
第４条　研修内容は、認知症サポート医として必要な、下記の事項等の修得に資する内容とする。

　ア　かかりつけ医に対する認知症対応力向上研修の企画立案に必要な知識及び効果的な教
育技術

　イ　地域における認知症の人を支えるために必要な介護分野の知識、地域医師会・地域包括
支援センター等の関係機関との連携づくり並びに連携を推進するために必要な知識・技術

  （研修方法及び期間）
第５条　研修方法は、原則としてオンライン研修と集合研修のハイブリッド形式とし、国立研究開発法

人国立長寿医療研究センター指定の講師による講義・演習・テストを基本として行う。研修各回に
つき、オンラインでの研修を指定期間内に受講完了した者がその後集合研修（グループワーク等）
を受講することとする。

 
　（研修受講者数）
第６条　研修受講者数は、別に決定する定員とする。

　（研修受講手続）
第７条　研修受講手続は、別に定める研修募集要項において定める。

　（研修受講者の遵守事項）
第８条　研修受講者は、国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの指示事項を遵守しなければ

ならない。

　（研修の取消し）
第９条　国立研究開発法人国立長寿医療研究センター理事長（以下、「理事長」という。）は、研修受

講者が前条の規定に違反する等研修受講者としてふさわしくない行為を行った場合は、厚生労
働省と協議し研修の受講を取り消すことができるものとする。

  ２　理事長は、前項の規定により研修の受講を取り消した場合、当該受講者を推薦した都道府県又



は指定都市（以下「都道府県等」という。）の長にその旨通知するものとする。

　（修了証書の交付）
第１０条　理事長は、全課程研修修了者に対し、別紙様式による修了証書を交付する。

　（修了者の登録）
第１１条　理事長は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事

項を記入した名簿を作成し、管理するものとする。

  （研修費用）
第１２条　研修費用については、研修受講者又は都道府県等が負担するものとし、別に定める研修

募集要項において定める。

附　　則
（施行期日）
　本要綱は、平成１７年１０月３１日から施行する。
　改　正　　平成１８年　６月　１日施行
　改　正　　平成１８年　８月  １日施行
　改　正　　平成１９年　５月　８日施行
　改　正　　平成２０年　５月１９日施行
　改　正　　平成２１年　６月　４日施行
　改　正　　平成２２年　６月２５日施行
　改　正　　平成２３年　６月１４日施行
　改  正　　平成２５年　７月　８日施行
　改　正　　平成２６年　７月１８日施行
　改　正　　平成２７年　５月１９日施行
　改　正　　令和　２年１２月２１日施行
　改　正　　令和　５年　４月　１日施行
　改　正　　令和　５年　９月２９日施行
　改　正　　令和　６年　４月２３日施行



（別添２）

令和6年度国立研究開発法人国立長寿医療研究センター認知症サポート医養成研修募集要項

１　目　的
　認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支援を行い、専門医療機関や地
域包括支援センター等との連携の推進役となる認知症サポート医（推進医師）を養成することによ
り、各地域において、認知症の発症初期から状況に応じて、医療と介護が一体となった認知症の
方への支援体制の構築を図ることを目的とする。

２　研修対象者
　「認知症地域医療支援事業の実施について」（平成２７年４月１５日付老発０４１５第６号厚生労働
省老健局長通知）の別添「認知症地域医療支援事業実施要綱」第１（４）のとおり。

３　研修日時、研修会場及び定員
　別紙のとおり

４　研修内容
　別紙のとおり

５　研修受講費用（全課程を修了した場合）
　　　50,000円（消費税込み）
　　　なお、支払い方法については、研修の全課程の受講修了後、国立研究開発法人国立長寿医療
　　研究センターが発行する請求書により、請求書に定める期限までに支払うこと。

６　修了証書の交付
修了証書は、全課程の修了者に対して交付する。
何らかの理由で全課程を修了できなかった受講者は不足分を受講した後に修了証書を交付する。

７　受講手続
（１）必要書類

　受講申込書（別紙様式）
（２）手　続

　都道府県又は指定都市（以下「都道府県市」という。）は、都道府県市医師会と相談の上、
研修対象者の選考を行った後、国立研究開発法人国立長寿医療研究センターに申込期限ま
でに（１）の受講申込書を提出すること。
　個人が国立研究開発法人国立長寿医療研究センターへ直接申し込むのでなく、所属する都
道府県市へ申込みを行うこと。

（３）申込期限
第1回： 令 和 6 年 5 月 27 日 ( 月 ) 必着
第2回： 令 和 6 年 7 月 23 日 ( 火 ) 必着
第3回： 令 和 6 年 9 月 2 日 ( 月 ) 必着
第4回： 令 和 6 年 10 月 8 日 ( 火 ) 必着
第5回： 令 和 6 年 12 月 3 日 ( 火 ) 必着

（４）受講者の決定
　国立研究開発法人国立長寿医療研究センターは、都道府県市から推薦された研修対象者
の受講が決定した場合は、速やかに都道府県市に通知するものとする。
　この場合において、都道府県市は、受講の可否を申込者に伝達すること。

８　問い合わせ先
〒474-8511
　　愛知県大府市森岡町七丁目430番地
　　　　国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
　　　　　長寿医療研修センター　　担当：大久保



　　　　　　　TEL：0562-46-2311（内）2701
　　　　　　　FAX：0562-45-5813
　　　　　　　mail：ookubo-m@ncgg.go.jp
  

９　その他
　　　各回の応募者が定員を超えた場合には、都道府県市と受講者の調整を行うものとする。

mailto:ookubo-m@ncgg.go.jp


（別紙）

令和6年度　認知症サポート医養成研修　内容、日程及び会場について

１　開催形式
　eラーニングシステムを利用したオンライン形式と集合研修の複合型で開催します。

２　研修内容
「認知症サポート医の役割」、「診断・治療の知識」、「制度・連携の知識」、「学習理解度テスト」、
「グループワーク」
（一部講義をeラーニングサイトにて各自で受講、テスト合格にてeラーニング修了・集合研修への
参加が可能となります。）

３　研修受講の流れ及び受講スケジュール
　当研修を修了するためには、eラーニングと集合研修の両方を受講していただく必要があります。
受講申込書にて希望する日程を選択し各回の申込期日までにお申込みください。受講者の決定後、
受講決定通知と併せてeラーニングの受講案内及び集合研修の案内を送付いたします。
　オンライン上でeラーニングを受講（一部講義の視聴及び学習理解度テストの受験）後、集合研修
にて残りの講義とグループワークに参加していただくと研修修了となります。

受講決定通知後から、集合研修開催日の3日前までに受講を修了してください。
下記４及び５のとおり

４　集合研修の日程及び会場
受講申込書にて希望する日程を1つ選択し申し込んでください。

第1回 令和6年7月13日(土) 東京都　（定員　300名）
コングレスクエア羽田
東京都大田区羽田空港一丁目1番4号羽田イノベーションシティ ゾーンJ

第2回 令和6年9月14日(土) 北海道　（定員　150名）
アスティホール
札幌市中央区北４条西5丁目1　アスティ45　4F

第3回 令和6年10月19日(土) 東京都　（定員　350名）
砂防会館

第4回 令和6年11月30日(土) 大阪府　（定員　250名）
マイドームおおさか
大阪市中央区本町橋2番5号

第5回 令和7年1月18日(土) 福岡県　（定員　250名）
福岡ファッションビル
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目10-19 福岡ファッションビル7F

５　集合研修の時間及び内容（予定）
　集合研修は1日間（午後、半日程度、概ね13：00～16：30頃）の予定です。
　集合研修では一部講義及びグループワークを実施します。
※内容により終了時間等が若干前後する場合があります。集合研修で実施する講義は回によって
　異なる可能性があります。当日の日程表等詳細は受講決定通知時に併せてお知らせいたします。

６　eラーニングの受講方法
　受講者の決定後、eラーニングシステム受講について記載された案内を、各都道府県市を通して
受講者に送付いたします。案内が届きましたら、指示に従い、eラーニングを受講してださい。
　eラーニングシステムの使用方法等、不明な点がありましたら事務局まで連絡願います。

東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館1階

eラーニング：

集合研修：



※なお、お申込みいただいた集合研修開催日の3日前までにeラーニングを受講修了されなかった
   場合は、集合研修への参加はできませんのでご留意ください。

７　必要な機器・環境
　eラーニングシステムのご利用にあたり、必要な機器、環境等は以下のとおりです。
・安定した通信環境でインターネットに接続可能なパソコン
・以下のいずれかのブラウザがインストールされている環境
　　Google Chrome（最新版） 
　　Microsoft Edge Chromium（最新版） 
　　Safari（最新版）
※ スマートフォン、タブレット端末でも視聴できますが、推奨環境外ですので注意願います。

８　研修に関する留意事項等
・申し込み後、 受講確定後にお知らせするeラーニングシステムのURL等は厳重に管理してくださ
　い。他人に知らせたり、外部に公開したりすることは止めてください。
・研修の映像・音声を録画・録音等するなどして複製、外部への公開や二次利用するなどの行為
　は禁止いたします。


